
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム

「
Ｊ
ア
ラ
ー
ト

」

情
報
伝
達
試
験
を
実
施

８
月
23
日
㈬　

午
前
11
時
ご
ろ

　

人
工
衛
星
か
ら
瞬
時
に
伝
達
す
る
Ｊ

ア
ラ
ー
ト
を
使
用
し
た
情
報
伝
達
試
験

が
全
国
一
斉
に
実
施
さ
れ
ま
す
。

※
当
日
の
気
象
状
況
な
ど
に
よ
り
中
止

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

総
務
課
庶
務
係

☎
(74)
３
１
３
１

甘
楽
町
奨
学
金
返
還
支
援
助
成
金

（
か
ん
ら
未
来
人
財
応
援
事
業
）

　

若
者
の
定
住
促
進
と
町
内
企
業
の
活

性
化
を
図
る
た
め
、
町
内
に
定
住
ま
た

は
町
内
企
業
に
勤
務
す
る
人
の
奨
学
金

返
還
を
支
援
し
ま
す
。

対
象
者　

次
の
全
て
に
該
当
す
る
人　

▼
大
学
、
短
大
、
専
修
、
大
学
院
を
卒

業
し
、
日
本
学
生
支
援
機
構
か
ら
貸
与

さ
れ
た
奨
学
金
を
返
還
し
て
い
る
人

▼
町
内
に
住
所
を
有
し
、
ま
た
は
町
内

企
業
に
勤
務
す
る
人

▼
４
月
１
日
現
在
で
30
歳
未
満
の
人

※
公
務
員
を
除
き
ま
す
。

申
請
受
付
期
限　

９
月
29
日
㈮

※
助
成
金
額
な
ど
、
詳
細
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ

企
画
課

企
画
調
整
係

☎
(74)
３
１
３
３

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童

扶
養
手
当
の
ご
案
内

◎
児
童
扶
養
手
当

受
給
資
格
者　

次
の
①
〜
⑨
の
支
給
要

件
に
該
当
す
る
18
歳
以
下
の
児
童
（
障

が
い
が
あ
る
場
合
は
20
歳
未
満
）
を
養

育
し
て
い
る
母
か
父
、
ま
た
は
父
母
に

代
わ
っ
て
養
育
し
て
い
る
人

※
支
給
期
間
は
、
児
童
が
18
歳
に
な
っ

た
年
度
の
末
日
ま
で
（
児
童
に
障
が
い

が
あ
る
場
合
は
20
歳
未
満
）と
な
り
ま
す
。

①
父
母
が
離
婚

②
父
ま
た
は
母
が
死
亡

③
父
ま
た
は
母
が
重
度
の
障
が
い
者

④
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
不
明

⑤
父
ま
た
は
母
か
ら
１
年
以
上
遺
棄

⑥
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
Ｄ
Ｖ
保

護
命
令
を
受
け
た
児
童

⑦
父
ま
た
は
母
が
１
年
以
上
拘
禁

⑧
未
婚
の
母
の
子

⑨
父
母
と
も
に
不
明
（
孤
児
な
ど
）

◎
特
別
児
童
扶
養
手
当

受
給
資
格
者　

身
体
ま
た
は
精
神
に
あ

る
程
度
以
上
の
障
が
い
が
あ
る
児
童

（
20
歳
未
満
）
を
監
護
し
て
い
る
父
か

母
、
ま
た
は
養
育
し
て
い
る
人

　

〜
共
通
事
項
〜

▼
所
得
制
限
限
度
額
を
超
え
る
場
合
は

支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

▼
児
童
が
障
が
い
を
事
由
と
す
る
公
的

年
金
を
受
給
で
き
る
場
合
や
児
童
福
祉

施
設
な
ど
に
入
所
し
て
い
る
場
合
は
支

給
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
支
給
要
件
を
満
た
し
て
い
て
受
給
し

て
い
な
い
人
は
、
福
祉
係
ま
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

現
況
届
・
所
得
状
況
届
を
忘
れ
ず
に

　

す
で
に
受
給
し
て
い
る
人
は
、
毎
年

８
月
に
現
況
届
・
所
得
状
況
届
の
提
出

が
必
要
で
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
手
続
き

し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

に
こ
に
こ
甘
楽

福
祉
課
福
祉
係　

☎
(67)
５
１
６
２

借
金
に
関
す
る
無
料
相
談
会

〜
相
談
は
解
決
へ
の
第
一
歩
で
す
〜

期
日　

８
月
25
日
㈮

受
付
時
間

午
後
５
時
30
分
〜
６
時
30
分

内
容　

弁
護
士
ま
た
は
司
法
書
士
に
よ

る
債
務
整
理
相
談
な
ど

相
談
時
間　

１
〜
２
時
間
程
度

申
し
込
み
方
法　

８
月
18
日
㈮
ま
で
に

お
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

場
所
・
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

富
岡
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

（
富
岡
市
富
岡
１
４
３
９
‐
１　

あ
い
愛
プ
ラ
ザ　

２
階
）

☎
(63)
６
０
６
６

FAX
(70)
２
２
０
１

No.1248おしらせ版

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

児童扶養手当

特別児童扶養手当

歩
で
す
〜

分法
書
士
に
よ
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